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日本トレイル・オリエンテーリング競技規則

（抜粋；障害者に関わる部分　※日本トレイルOガイドライン，国際トレイルO競技規則から注釈含む）
☆日本トレイルO研究会ホームページ掲載：　http://www.orienteering.com/~trail-o/

1.定　義

1.1 トレイル・オリエンテーリング（以下、トレイルOという）とは、競技者が地図上に示されたコントロールを指定された順番に回り、コントロールにあるフラッグ群の中からどのフラッグが地図上の円の中心にあるものかを正確に判断する能力を競う競技をいい、身体障害者のみならず健常者も等しく競うオリエンテーリングである。

※ガイドライン1.1：

トレイルＯは　従来は障害者だけを対象としたオリエンテーリングであったが、2000年8月のオーストリアにおけるＩＯＦ総会における評議会決議を機に、障害者のみならず健常者も共に競技できる（＝誰でも参加出来る＝Sport for All）形態に改められた。）

1.2
競技者が移動に使用できる手段は、次のいずれかである。

· 徒歩

· 手動あるいは電動車椅子

· その他の認められた移動手段

※ガイドラインその他1：

手や足で漕ぐ２輪あるいは３輪自転車、松葉杖、歩行用の杖、およびエスコートの腕。燃焼エンジンつきの移動器具は認められない。

3.
用　語

3.7
エスコート：　競技を通じ、身体的な補助を必要とする競技者に同行し、移動、パンチなどを助ける介助者をいう。

3.8
パラリンピック・クラス：　移動面において障害を有する競技者については、健常者と成績を区分し評価する。この障害者のみのクラスを「パラリンピック・クラス」という。

5.
競技形態

5.1
競技の種別による分類

· 個人競技（競技者個人が独立して行う）
· チーム競技（チームとして登録した3人の個人が独立して競技を行い、その記録を合算する）
※ガイドラインその他2（IOF規則制定に合わせて改定予定）：

チーム構成（３名）には、移動面での障害を持つ競技者が1名以上含まれていなければならない。）
※IOF規則3.2~3.3，26.3~26.5：

The World Championships in Trail Orienteering is organised in every year ideally as part of the Foot O WOC summer programme.
トレイル・オリエンテーリング世界選手権大会は毎年開催されるフットＯの世界選手権大会の夏季プログラムのひとつとして開催される事が望ましい。

This programme shall include a two day competition for individuals of any physical ability with one course on each day. This two day competition is the World Championship competition. In the World Championship competition. The competitors are ranked according to their total point score and total accumulated time from the two courses.  The title of World Paralympic Champion shall  be awarded to the competitor with the highest score (and shortest time in the event of a tie for highest score) in the World  Paralympic Championship. The title of World Champion shall be awarded to the competitor with the highest score (and shortest time in the event of a tie for highest score) in the World Championship.　The first day of competition is designated also as the World Paralympic Championship competition.  The second day of the competition is also a national team competition in which the amalgamated results of the Paralympic team members provide the results.
トレイル・オリエンテーリング世界選手権大会には身体的障害の有無に関係のない２日間の個人競技大会が含まれ「世界選手権大会（the World Championship competition）」と称する。競技者は２コースの（=２日間の）合計点数と、積算時間によって順位付けられる。ワールド・チャンピオンのタイトルは、世界選手権競技において最高得点競技者(同得点の場合は最少時間の者)に与えられる。

その第１日目については「世界パラリンピック選手権大会（the World Paralympic Championship competition）」に指定される。ワールド・パラリンピック・チャンピオンのタイトルは、世界パラリンピック選手権（競技）において最高得点競技者(同得点の場合は最少時間の者)に与えられる。

第２日目はナショナル･チームでの競技会（national team competition）となり、パラリンピック･チーム･メンバーのみの合算成績が評価される。
7.
クラス

7.1
競技者の性別、年齢、障害の有無・程度にかかわりなく、競技レベルによって次のクラスに分ける。

· Eクラス：エリート

· Aクラス：競技レベル上級の者

· Bクラス：競技レベル中級の者

· Cクラス：競技レベル初級の者

· Nクラス：初心者

7.2
各クラスには、8.1項の資格を有する者を対象としたパラリンピック･クラスを設ける。

8.
パラリンピック・クラスの参加資格

8.1
パラリンピック・クラスへの参加資格は、身体的障害のために、フット・オリエンテーリングに平等な形で参加できない競技者に与えられる。

※ガイドライン2.1：

その競技者は、フット・オリエンテーリング競技においては不利となるような、なんらかの永続的な (permanent) 身体的障害を持っていなければならない。また、心臓疾患などがある者、臓器移植者、人工腎臓透析者など、外面から判断できない内科的疾患のために、フットＯ競技に参加した場合　健常者と平等に競うことのできない者）

9.
エスコート

9.1
競技を通じて移動のための身体的な介助を必要とする競技者は、エスコートを同伴しなければならない。
9.2
競技の公正さをはかるため、エスコートは主催者が用意する。ただし競技者はコントローラーの同意を得て、必要な医学的専門知識を持つエスコートを、また、意思伝達のための通訳を同伴することができる。
※IOF規則6.7：

Such additional accompanying people must have their back to the competition area at all control sites and must not assist in any way with the map reading, control site identification, analysis or selection process
そのような同伴者は、コントロール・サイトにおいては競技エリアに背を向けていなければならず、地図読みや、コントロール・サイトの確認、分析や（フラッグの）選択過程に関しては、いかなる援助をも行ってはならない。

9.3
エスコートは、地図読み、ルート・チョイスおよびコントロールに関する判断など、競技に影響する一切について競技者を助けてはならない。エスコートに許されることは、競技者の指示に従う移動介助、身体的援助および代理パンチのみである。
9.4
エスコートは競技者の指示に従わなければならない。競技者の指示がたとえ間違いであると判っていても、また、その指示に従った結果競技者が失格になることが判っていても、エスコートはその指示に従う。
9.5
エスコートは静粛を守り、競技者の集中力を妨げてはならない。
10.
大会開催要項

10.2
大会開催要項には、少なくとも以下の事項を明記する。

ケ　身体障害者用の設備
11.
参加申し込み

11.3
参加申込書には一般的な内容に加え、次の事項が記載される必要がある。

ア　移動障害の有無

イ　移動補助具の必要の有無（例：車椅子（手動・電動）、松葉杖、ステッキ、その他）
ウ　移動に際してのエスコートの必要の有無

エ　障害についての、特別な留意希望事項

12　大会プログラム

12.2　大会プログラムには、大会開催要項の事項に加えて、以下の事項に関する情報を記載する。

ウ　スタート地区までの車椅子等への対応を含めた輸送手段

ク　身体障害者用手洗所、更衣所、救護所

13.
テレイン

13.1
テレインの選定にあたっては、移動に困難な競技者、車椅子を使用する競技者や、ゆっくりとしか歩けない競技者が安全に競技できることに留意する必要がある。

15.
コース

15.2
コースはトレイルOの特質にふさわしいもので、競技者にとって詳細な地図読み、地図とテレインとの照合技術および集中力を試すものが望まれる。

15.3
コースは、障害を持つ競技者が制限時間内に回って来ることができるものであること。

15.5
車椅子使用者が通行できないような道幅、凹凸、倒木、ぬかるみ等のあるルートは避ける。

※ガイドライン3.1，3.3～3.5：

例えば、階段や倒木がある小道は、たいていの場合車椅子利用者にとっては通過できない。しかし、もし併行する代替ルートを設けることができれば問題はない。通過する小径が極端な泥濘、砂地ではないか、木の根や岩石がごろごろしていないかなどについてチェックし、場合によっては、通行が可能な路面を造作することも検討する。一般に、車椅子の通行可能な道幅は1mである。（植物が覆いかぶさっていたり、また、茨などで手や首を引っかいたりするような可能性がある場合は、これらが通行の妨げとならないように工夫する。）すべての車椅子やハンド・サイクルが通過できるためのスペースの確保が重要であり、とくにＤＰ付近では、コントロール確認のために行ったり来たりする車椅子の方向転換操作が可能でなければならず、必要であれば、所々に３mまでの道幅がある場所を確保しなければならない。　

ルートとなる道、小道、小径などは、車椅子の通行が容易かつ安全であれば、路面が舗装されている必要はない。エスコートのつかない車椅子に対する最大許容斜度(スロープ)の範囲は１４％で、その部分が２０ｍ以上続かないようにしなくてはならない。　また、斜面上でルートが交差するところでの許容斜度は８％以内である。この範囲を超える傾斜の急なところや、砂地・ぬかるみなどの車椅子競技者にとって通過が困難な場所には、移動を助けるための臨時の介者や補助器具（ロープや滑車、予備の車椅子など）を配置する必要がある。

スタート地区は、車椅子競技者にとって十分な待機場所があり、身体障害者用手洗所および給水設備があることが望ましい。

ＤＰで歩行競技者は、車椅子競技者よりも前に出てその視野をさえぎってはならない。また、ＤＰの背後にある特徴物（部）などに登ることにより、コントロール周辺をさらによく見通すというようなこともあってはならない。このような不平等を招くような特徴物（部がＤＰ周辺にある場合は、テープを使用して立入禁止とし、違反者は失格とする。ＤＰの表示板は、地上に低く設置するが、その場所に到達した全ての競技者にとって確認が容易であること。また、フットＯ用のパンチ台の利用は、車椅子を使用する競技者にとっては目線の邪魔になることが多いので避ける。傾斜のあるルート上にＤＰを設けてはならない。車椅子競技者にとって、きわめて危険である。

コントロールでのフラッグ群は、ＤＰにおいて、競技者が地上に低く座った状態、あるいは立った状態のいずれであっても、同じように確認できなければならない。　また、植生によっていたずらに不明瞭にならないように注意する。　コース設計者は地上レベルに身をかがめたり、座ったり、あるいはひざまずいたりしてコントロール周辺の透視度　(visibility＝フラッグの見える度合い)　についてチェックする必要がある。

ゴールラインへの最後のルートの部分は、車椅子競技者のために直線の誘導ルートとすることが望ましい。

21.
競技のための用具

21.4
コントローラーは、重度の視覚障害者に対し、通常の眼鏡および拡大鏡に加えて光学的な補助具を認めてもよい。

24.
成　績

24.9
障害者および健常者を含むオープン・クラスでの成績とは別に、8.１項に該当する障害者のみに関する成績を、パラリンピック・クラスとして発表する。

24.10
チーム競技においては、競技前に登録したパラリンピック・クラスに該当する競技者3人の成績が合算され、チームの成績となる。

29.
大会コントローラー

29.1
大会コントローラーの主たる任務は、競技規則が遵守されていることを確認することである。

29.2
大会コントローラーは、以下の事項について権限を有する。

ア　身体障害者に対する配慮の確認

平成14年3月9日　制定
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